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１ ビジョン策定の背景及び趣旨

２ ビジョンの位置づけ

３ ビジョンの期間

本県では、「ラグビーワールドカップ2019」や「東京2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会」における海外チームキャンプの誘致活動により、海外競技団体

等との関係構築、キャンプ受入のノウハウなど様々な成果を得るとともに、令和２

年にはプロバスケットボールクラブ「長崎ヴェルカ」が創設されるなど、県民のス

ポーツに対する関心も大きく高まりました。

こうした成果を活かしつつ、新型コロナウイルス感染症の拡大や、誰一人取り残

さない社会の実現を目指したSDGｓの重要性の高まりなど社会情勢の動きを踏まえ、

令和3年3月に「ながさきスポーツビジョン(2021-2025)」を策定し、「長崎の未来

をスポーツで創る」という基本理念のもと、「生涯スポーツの推進」、「子どもの

スポーツ機会の充実」、「競技スポーツの振興」、「スポーツ通じた地域活性化」

の４つの基本方針を掲げ、様々な施策を展開してきました。

体を動かすことやスポーツをすること、あるいは、スポーツ観戦などを通じて、

様々な形でスポーツに関わることは、身体的及び精神的な健康を維持するために重

要なことです。

さらに、本県では全国平均を上回る速さで高齢化が進み、健康寿命も全国平均を

下回っていることから、意識的に運動・スポーツに取り組むことは、健康の保持だ

けでなく、将来的な要介護状態を回避するためにも有効な手段の一つです。

国においては、平成23年（2011年）の「スポーツ基本法」施行以来、初めてと

なる大規模な改正が令和7年（2025年）6月に行われ、スポーツの価値を「する・

見る・支える」に加え「集まる・つながる」と再定義し、ウェルビーイングの向上

や地域活性化への貢献、情報通信技術の活用などを盛り込み、誰もが安心してス

ポーツに関われる社会の実現を目指しています。また、「誰一人取り残さない」持

続可能な社会の実現を目指すSDGs（持続可能な開発目標）において、国連は「ス

ポーツは持続可能な開発における重要な鍵となるものである」としており、世界的

な課題に取り組んでいくためには、スポーツが必要不可欠なツールであるとされて

います。

そのため、本県では、 SDGsの達成にスポーツで貢献していくことを念頭に置き

ながら、改正スポーツ基本法の内容や国の第３期スポーツ基本計画を参酌しつつ、

本県の特色を活かした計画となるよう、長崎県スポーツ推進審議会からのご意見を

踏まえ、今後５年間の本県スポーツ振興の重要な指針となる「ながさきスポーツビ

ジョン(2026-2030)」を策定いたしました。

本ビジョンは、スポーツ基本法第１０条第１項に定める国のスポーツ基本計画

を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう

努めるものと規定された「地方スポーツ推進計画」であるとともに、県政運営の

指針となる「長崎県総合計画」及び本県教育の基本的方針を示す「長崎県教育振

興基本計画」の下部計画に位置づけられるものです。

令和８(2026)年度から令和12(2030)年度までの５年間

「ながさきスポーツビジョン(2026-2030)」の概要
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スポーツとは

スポーツ基本法において、スポーツは「心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の
獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動」と広く捉
えられており、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」であるとされてい
ます。

また、スポーツには、する、みる、ささえるといった活動への参画を通じて人々に楽しさや喜びをもたら
すのみならず、活動を通じて人々が集い、つながることによって地域の活性化や課題の解決、持続可能な社
会の実現に寄与する価値があるとされています。

あなたも、楽しみながら、
気軽にはじめてみよう！

生活の中にスポーツ・運
動を取り入れよう！！

あつまる

つながる

スポーツは、さまざまな形で誰もが気軽に楽しめるもので、高い志や負荷がなくとも、ほ
んのちょっとした運動によって生活がより豊かになることが分かっています。空き時間を
使ってのウォーキングや、家族との散歩など、簡単なことからで構いません。

多くの地域で楽しまれている登山やダンスなどのほか、ハタ揚げやバラモン凧揚げ、伝統
的な船競漕であるペーロンなどは、長崎ならではの地域文化に根差したスポーツ活動として
親しまれています。

普段より少しだけ「身体を動かす」ことを意識してみるだけで、私たちの生活はより楽し
く、充実したものになるはずです。
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少子高齢化の加速やウェルビーイングの考え方の浸透など、社会が急速に成熟・変化しているこ
とに伴い、スポーツに求められる役割も幅広くなってきています。
このような中、令和７年６月にスポーツ基本法が改正され、次期スポーツ基本計画の検討に向け

た重要な観点として、「スポーツの多様な価値を全ての国民が享受することのできる環境の整備を
通じて、国民や社会全体のウェルビーイングの向上を図る」ことが示されております。

ウェルビーイングとは「身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること」とされており、
「心身とも健康で、社会的にも満たされた幸せな状態」と言い換えることができるかもしれません。

スポーツでウェルビーイングを高めるため

ウェルビーイングを高めるため必要となる要素の考え方の１つに「ＰＥＲＭＡ（パーマ）」が
あります。

Ｐ＝Positive Emotions（前向きな気持ち）
Ｅ＝Engagement（没頭・熱中）
Ｒ＝Positive Relationships（信頼・協力）
Ｍ＝Meaning（生きがい）
Ａ＝Accomplishment（達成感）

Ｐ
前向きな
気持ち

Ｅ
没頭・熱中

Ｒ
信頼・協力

Ｍ
生きがい

Ａ
達成感

多くの人がスポーツに関わることで、喜び、
感謝、楽しさや充実感を感じられる取組

スポーツを通して他者と協力することで、
強い絆と信頼関係が広がるような取組

スポーツにより達成感を得るための、
目標設定やフィードバック、表彰などの取組

スポーツに関わることで、より人生に意味や意義を
感じられる取組

多くの人がスポーツに夢中に取り組
むことができるよう、それぞれのレ
ベルやライフステージに応じたス
ポーツを推進する取組

スポーツ施策の推進にあたっては、ＰＥＲＭＡにおけるどの要素を高めることでウェルビー
イングの向上に寄与するかの視点も踏まえながら、施策や事業を検討していくことが重要なんだ。

≪ウェルビーイングとスポーツの関係≫
ウェルビーイングな社会とスポーツは互いに影響し合い、支え合う関係性にあるとされていま

す。安定した社会があってはじめてスポーツが発展し、スポーツが様々な場面においてポジティ
ブな影響力を持つことで、心身ともに健康なウェルビーイングな社会が実現します。

ウェル
ビー
イング

ウェルビーイングとスポーツの関係性も踏まえ、ウェルビーイングの構成要素であるＰＥＲＭＡ
を高めることを意識したスポーツ施策の取組の視点について、以下のとおり例示します。
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基本理念の実現に向けて（体系図）

１ 基本理念

１ 生涯スポーツの推進

２ 子どものスポーツ機会の充実

３ 競技スポーツの振興

４ スポーツを通じた地域の活性化

目指
す姿

県民の誰もが、人種や性別、年齢、障害の有無にかかわらず、楽しく、
気軽にスポーツを通じてつながり、心身とも健康で社会的にも満たさ
れた活力のある生活を送っています。

将来を担う子どもたちが、生涯にわたって運動やスポーツを継続し、
心身とも健康で社会的にも満たされた幸福な生活を営むことができる
資質や能力を身に付けています。

少年世代から成年世代までのつながりのある強化体制を構築すること
で、本県スポーツ界に好循環が生まれています。さらに、本県出身の
選手が、国際大会や全国大会等で活躍することで、県民に感動と誇り
を与え郷土愛が育まれています。

スポーツ観戦や大会・合宿への参加など、県内外から多くの人が集まり、
様々な形でスポーツにかかわることで、地域が賑わい県民のシビックプ
ライドが高まっています。

以下の４つの基本方針に沿って具体的施策・事業に取り組んでいきます。

目指
す姿

目指
す姿

目指
す姿

基本理念の実現に向けて、以下の３つの基本姿勢に基づき取り組んでいきます。

長崎の未来を
スポーツで創る

１．多様な主体が、楽しく、気軽に、スポーツで「つながる」
共生社会の実現とウェルビーイングの向上

２．地域を支える担い手がこれまで以上に「つながる」こと
による、スポーツの展開と諸課題への対応

３．情報通信技術の活用により、誰もがスポーツと
「つながる」環境の整備

２ 基本方針

基

本

姿

勢
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３ 施策体系

基本方針 具体的施策 指標

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

１ 幼児期における運動・スポーツ活動の推進
（１）幼児期運動指針を活かした遊びの推奨
（２）体力向上に関する指導者の指導力向上
２ 「生きる力」の育成を図る体育学習の展開
（１）学習指導の充実
（２）指導や評価方法の工夫・改善と指導者の指導力向上

３ 児童生徒の体力向上
（１）指導体制の確立
（２）児童生徒及び保護者の体力向上にかかる啓発
（３）運動の場の工夫と時間の確保
４ 学校を含めた地域における子どものスポーツ機会の充実

（１）少子化における持続可能なスポーツ環境の整備
（２）指導者の指導力向上
５ 学校体育関係団体の活動支援
（１）学校体育団体との連携

１ スポーツツーリズムによる地域の活性化
（１）観戦型スポーツイベント等の誘致促進
（２）スポーツイベントの開催を活用した本県の魅力

発信
（３）本県特有の恵まれた自然環境などを活かした

スポーツ合宿等の誘致
（４）地域資源を活用したサイクルツーリズム等の推進
２ プロスポーツクラブと連携した地域活性化の推進
（１）クラブと連携した地域のにぎわいづくり創出

１ スポーツ界の好循環を生み出す選手・指導者の
計画的な育成・強化

（１）少子化における次世代アスリートの発掘・育成
・強化

（２）社会人アスリート等の確保とサポート体制の充実
（３）指導者の確保・育成
２ 競技団体の組織体制の充実と情報発信の強化
（１）競技力向上を見据えた具体的な取組
（２）広報活動を通じた競技スポーツの魅力発信
３ 選手サポート体制の充実
（１）スポーツ医・科学の活用
（２）競技スポーツ環境の充実
４ 障害者スポーツの競技力向上
（１）指導者の派遣
（２）アスリートの活動支援
（３）関係機関の連携強化

子
ど
も
の
ス
ポ
ー
ツ

機
会
の
充
実

ス
ポ
ー
ツ
を

通
じ
た

地
域
の
活
性
化

競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興

１ スポーツ活動への参加促進
（１）スポーツ活動の機会の充実
（２）スポーツ活動への参加促進に向けた普及・啓発
２ スポーツ環境の基盤となる「人材」と「場」の充実
（１）総合型地域スポーツクラブの充実と地域連携の強化

（２）スポーツを支える活動の推進
（３）既存施設の有効活用によるスポーツ環境の整備
３ スポーツを通じた健康増進・生きがいづくり
（１）健康づくりの推進
（２）高齢者がスポーツを楽しむ機会の充実
４ 障害者スポーツの推進
（１）障害者スポーツの裾野を広げる取組

★成人の週１回以上の
スポーツ実施率

令和６年度 51.9％
⇒ 令和12年度 58.0％

★総合型地域スポーツクラブの
会員数

令和６年度 4,748人
⇒ 令和12年度 5,500人

★1週間の総運動時間が60分
未満の割合（小学5年生）

令和６年度 12.7％
⇒ 令和12年度 10％以下

★プロスポーツや国際大会等の
観客数

令和６年度 49.3万人
⇒ 令和12年度 61.2万人

★スポーツ合宿参加者数

令和６年度 5,187人
⇒ 令和12年度 5,669人

★本県ゆかりの日本代表選手数

令和６年度 36人
⇒ 令和12年度 50人以上

★国民スポーツ大会での入賞数

令和６年度 46種目
⇒ 令和12年度 60種目以上

４

３

２

１

★全国体力・運動能力、運動
習慣等調査における「体育の
授業で運動のやり方やコツが
わかった」児童生徒の割合

令和６年度 88.2％
⇒ 令和12年度 90.0％
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基本方針
１ 生涯スポーツの推進

○県民のスポーツ実施状況

本県の成人の週１回スポーツ実施率は、全世
代で前回調査（令和元年度）を上回ったものの、
全国平均（52.5%）にはわずかに届いておりませ
ん。
スポーツを週１回以上できなかった理由とし

ては、「仕事や家事が忙しいから」が男女とも
最も多く、次いで「面倒くさいから」となって
います。
また、「子どもに手がかかるから」は女性

(9.3%)が男性(4.2%)の２倍以上、「生活や仕事で
体を動かしているから」が60歳代以上で高い傾
向があります。

【成人の週１回以上のスポーツ実施率】

○県内の総合型地域スポーツクラブの状況

地域住民により自主的、主体的に運営さ
れ、住民の日常的なスポーツ活動の場とな
る総合型地域スポーツクラブについては、
県内17市町において、31クラブ（令和7年
11月現在）が、子どもや勤労世代への運動
機会の提供、高齢者の介護予防等、地域課
題の解決に向けた活動を行っています。
しかしながら、県民の総合型地域スポー

ツクラブの認知度は12.9％と低く、その活
動が県民に十分理解されているとは言い難
い状況です。クラブ数・会員数ともに一番
多かった平成27年度以降、減少傾向にあり
ます。会員数だけでなく、指導者・後継者
の確保等といったクラブの存続に関わる課
題を抱えているクラブもあります。

現状と課題

47.9
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40.6

41.5
39.1

59.4

60.8

51.9

45.1 43.9
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○県民の健康の状況 ○県内の高齢化の状況

長崎県民の健康寿命は男・女とも全国平
均（男性72.57年、女性75.45年）に至って
おらず、また、1日の平均歩数は減少傾向
ですが、運動習慣者の割合についてはどの
年代も増加傾向にあります。

本県は、全国より早く高齢化が進んでお
り、団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者
となる令和22年(2040年)には、県民の約4割
が高齢者になる見込みです。
また、令和6年3月末現在における要介護

（要支援）認定者数は約87千人で、65歳以
上人口に占める割合は19.9%となっています。
健康づくりや介護予防の取組を行うとと

もに、高齢者が地域社会とつながり、いつ
までも活躍できる社会をつくっていくこと
が必要となっています。

【健康寿命】
男性 72.24年(全国28位)
女性 75.32年(全国32位)
（令和４年調査）

【１日の歩行数の平均値】
男性 6,272歩
女性 6,929歩
（令和６年長崎県生活習慣状況調査）

写真提供／長崎県スポーツ推進委員協議会
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施
策
の
方
向

県民の誰もが、人種や性別、年齢、障害の有無に関わらず、楽しく気軽にス
ポーツを通じてつながり、心身とも健康で社会的にも満たされた幸福な生活を
送ることができるよう、スポーツ活動への参加の促進に加え、スポーツ環境の
基盤となる「人材」と「場」の充実、健康増進や生きがいづくり、障害者ス
ポーツの推進などに取り組みます。

１ スポーツ活動への参加の促進
２ スポーツ環境の基盤となる

「人材」と「場」の充実

（１）スポーツ活動の機会の充実
11月の「県民スポーツ月間」を中心とし

た取組のほか、日常生活の中でスポーツに
親しむ機会が少ない働き盛り・子育て世代
に向けて、仕事帰りや休日に気軽に参加で
きる教室・イベントの開催、企業・団体に
よる職場等でのスポーツ習慣化の推進など、
様々な活動を通じて県民のスポーツ参加機
会の創出が図られるよう、ニュースポーツ
や情報通信技術の活用を念頭に置きながら、
県内各市町や関係団体に対して積極的に働
きかけていきます。
また、県民スポーツ大会と県民スポー

ツ・レクリエーション祭を柱とする「なが
さき県民総スポーツ祭」については、より
多くの県民が参加できるよう、内容の工夫
や充実を図りながら継続的に開催していき
ます。
（２）スポーツ活動への参加促進に向けた
  普及・啓発
○県内スポーツ情報の集約と情報発信
県民のスポーツ活動への参加促進を図る

ため、県内で開催されるマラソン大会など
のスポーツイベントや、モルック体験会な
ど気軽に参加できるレクリエーションの開
催情報について、国（スポーツ庁）が運営
するポータルサイトや各種SNS等を有効に活
用し、地域スポーツ情報の集約と発信の強
化に努めます。
また、県民のスポーツ習慣の定着を図る

ため、先進的な取組や優良事例を県民およ
び関係団体等に対して積極的に周知・啓発
し、こうした取組のさらなる拡大を図りま
す。
○「がんばらんば体操」の活用促進・継承
県民体操「がんばらんば体操」 ※１につい

ては、引き続きインストラクターの派遣等
を通じて県内各地での活用促進に努めると
ともに、若手インストラクターの育成を進
めるなど、次世代への継承に取り組みます。

（１）総合型地域スポーツクラブの充実と
地域連携の強化

○新設・体制強化等への支援
総合型地域スポーツクラブの自律的な運営

やガバナンスの強化などを目的として創設さ
れた「登録・認証制度」を活用し、県スポー
ツ協会や市町等と連携して、クラブの設立・
運営支援や既存クラブの質的な充実に向けた
支援を行い、クラブ数の増加と会員数の拡大
を図ります。
また、地域住民のニーズに応じた活動プロ

グラムの設定・充実に向けて、市町やクラブ
に対する働きかけや助言を通じて、クラブの
魅力向上に取り組みます。
○クラブによる地域課題解決に向けた取組への
連携・働きかけ
総合型地域スポーツクラブを通じて地域課

題の解決が図られるよう、各市町やクラブに
対して先進事例の紹介を行うとともに、取組
の拡大や連携強化に向けた働きかけを進め、
市町とクラブとの連携・協力体制の一層の強
化に努めます。
○クラブの認知度向上等に向けた企業や大学等
との連携
総合型地域スポーツクラブの認知度向上と

会員数の増加に向けて、地元プロスポーツク
ラブや企業、団体、大学等との連携をさらに
促進し、県民がクラブに触れる機会の拡大に
努めます。
（２）スポーツを支える活動の推進
○スポーツ推進委員等の指導力と資質の向上
市町が委嘱するスポーツ推進委員※2や総合

型地域スポーツクラブの指導者などを対象に
研修会を開催するなど、スポーツに親しめる
環境の創出・維持・発展に向けた人材育成を
支援してまいります。
○各種スポーツ表彰制度による表彰
県民栄誉賞、県民表彰、県スポーツ表彰、

県教育長顕彰、（公財）長崎県スポーツ協会
表彰など、各種スポーツ表彰制度により、本
県体育スポーツの振興に貢献している個人、
団体を表彰します。

※２スポーツ推進委員
地域における住民のスポーツ活動を推進するため、

スポーツ基本法に基づき、市町の教育委員会が委嘱
する非常勤の特別公務員。スポーツの推進のための
事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するス
ポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及
び助言を行います。

※１がんばらんば体操
県民の健康・体力づくりと平成26年に開催した長崎

がんばらんば国体及び長崎がんばらんば大会の機運醸
成を目的として、平成19年度に創作した誰もが気軽に
取り組める長崎県オリジナルの楽しい県民体操です。
本県出身の歌手さだまさしさんの曲「がんばらん

ば」を使っています。「がんばらんば」は長崎弁で
「頑張らないと」という意味です。
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成人の週１回以上のスポーツ実施率

令和６年度 51.9％ ⇒ 令和１２年度  58.0％

総合型地域スポーツクラブの会員数

令和６年度 4,748人 ⇒ 令和１２年度  5,500人

数
値
目
標

３ スポーツを通じた
健康増進・生きがいづくり

４ 障害者スポーツの推進

（１）健康・体力づくりの推進
○身体活動・運動の習慣化に向けた啓発
生活習慣病予防のため、身体活動・運動の

重要性を広く周知し、歩数増加や座位時間の
短縮など、日常生活の中で自然に体を動かす
意識の定着を図ります。
令和4年度から「長崎健康革命」をキャッ

チフレーズに、「運動」を柱の一つとして位
置づけ、主体的に健康づくりに取り組む環境
づくりを展開しており、今後も世代や関心度
に応じた普及啓発に努めます。
○身体活動・運動を実践しやすい環境づくり
県民が気軽に楽しく運動できる場の整備や

指導者の指導力・資質の向上を図ります。
また、疾患や障害者、高齢者など配慮が必

要な人も含めて、全ての県民が安全かつ効果
的に、楽しく運動を継続できる環境づくりを
目指します。
「歩こーで！（ながさき健康づくりアプ

リ）」を活用し、ウォーキングの促進や生活
習慣の記録、健康情報の発信を通じて、気軽
に楽しく健康づくりに取り組める仕組みづく
りを進めます。

（１）障害者スポーツの裾野を広げる取組
○障害者スポーツの理解促進及び普及・啓発
障害者スポーツへの理解を促進するととも

に、障害の有無や種別にかかわらず障害者ス
ポーツにふれあい、参加することができる環
境づくりを推進するため、地域や団体、学校
等において、スポーツレクレーション教室や
障害者スポーツの体験会等を開催します。
○指導者の派遣
スポーツレクレーション教室や普及活動等

において、障害者スポーツの指導者を学校・
施設等へ派遣することにより、障害者スポー
ツへの参加のきっかけづくりや、障害に応じ
た多種多様な障害者スポーツの普及を図りま
す。
○長崎県障害者スポーツ大会の開催

障害者スポーツの活性化やスポーツ活動の
定着等を図り、障害者の社会参加と生活の質
の向上につながるよう、長崎県障害者スポー
ツ大会を開催します。

（３）既存施設の有効活用によるスポーツ
環境の整備

学校施設については、県民のスポーツ活
動の場として、体育施設や余裕教室の有効
活用を推進するとともに、公共スポーツ施
設と併せ、活用促進に向けた周知に取り組
みます。
また、既存施設や未利用地の活用方策を

検討するにあたっては、スポーツができる
場所の新たな創出も視野に入れて進めてい
きます。

（２）高齢者がスポーツを楽しむ機会の充実
○スポーツやレクリエーションの普及推進
高齢者のスポーツ活動などへの参加を促す

ため、高齢者が気軽にできるスポーツやレク
リエーションの普及及び推進を図ります。
○長崎県ねんりんピックの開催
長崎県ねんりんピックを開催することによ

り、高齢者のスポーツと文化活動を通じた健
康の保持・増進と生きがいづくりを推進する
とともに、高齢者相互及び地域間の交流を促
進することにより、高齢者がいきいきと輝く
社会づくりを進めていきます。
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総合型地域スポーツクラブってなに？

運動・スポーツをする側だけでなく、指導する側、運営する側など、
いろいろな関わり方を持ち、クラブを中心に地域住民の皆さんがつなが
り合う－－そんな地域の新しいコミュニティでもあるんだ。

住民 クラブ
への参加

・会員として
・指導者として
・運営者として
・支援者として

総合型地域スポーツクラブ

【理念・目的】

地域や住民を元気にする
～人づくり・まちづくり・生きがいづくり～

総合型地域スポーツクラブとは
住民の住民による住民のための地域スポーツクラブなんだよ。

総合型地域スポーツクラブには３つの特徴があるの

上手になりたい・強く
なりたい人も気軽に楽
しみたい人も、その人
の技術や目的の違いに
応じた活動ができます。

③多志向

複数の種目が楽しめま
す。スポーツの他にも、
外国語講座等の文科系
種目を開講しているク
ラブもあります。

①多種目

子どもから高齢者まで、
世代や年齢・性別を問
わず誰もが参加できま
す。

②多世代

子ども青少年大人
高齢者障害者

◎あなたの町の総合型地域スポーツクラブ

長崎県内には３１のクラブがあり、地域包括支援センターと連携・協働し
た介護予防教室事業や学校運動部活動と融合した事業などを実施していま
す。こうした取り組みにより、『いつでも・どこでも・だれでも・いつま
でも』スポーツを楽しめる環境が整っています。

◎県ホームページでは、県内のクラブの
紹介や連絡先等を掲載しています。

近くのクラブ
をチェックし
てみてね♪

【長崎県HP】
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ってなに？

県では、健康長寿日本一を掲げ、県民の健康寿命延伸のため、令和４年度から
「運動」「食事」「禁煙」「健診」の４つの柱で、「長崎健康革命」をキャッ
チフレーズに健康づくりの取組を進めています。

「高血圧」と「高い喫煙率」という2つの健康課題を抱える長崎県。
「長崎健康革命」は、運動、食事、禁煙、健診の取り組みを通じて、県民一人
ひとりが身体の健康改善を図る県民運動です。
皆さんも、できることからはじめましょう！

・アプリを使って健康づくりの
活動（ウォーキングや健診受診、
イベント参加など）を行うとポ
イントが貯まります。

・貯めたポイントは、協力店で
の特別なサービスや県産品など
が当たる抽選会の応募に交換で
きます。
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基本方針
２ 子どものスポーツ機会の充実

現状と課題

○子どもの体力について

全国体力調査を種目別にみると、本県の児
童生徒は、持久力や投能力は全国平均より優
れていますが、柔軟性等に課題が見られる傾
向が近年続いています。また、運動習慣につ
いては、全国と同様、運動に親しむ子どもと
そうでない子どもの二極化の傾向が見られま
す。
その原因として、少子化により一緒に体を

動かす仲間の減少や、手軽に遊べる空間の減
少、テレビ、ゲーム機、スマートフォン等に
よる映像視聴時間が増加するなど、様々な要
因が絡み合い、結果として子どもが日常的に
体を動かす機会が減少していると考えられま
す。
このため、児童生徒が日常から「体を動か

すことが楽しい」「もっと運動をしたい」と
感じることができるような体育学習の展開や、
学校・家庭・地域において、運動習慣の形成
や体力向上のための取組を行っていくことが
求められます。

○子どものスポーツ環境について

これまで、我が国のスポーツ振興の一端を
担っていた学校部活動は、急激に少子化が進
む中、部活動数や部員数の減少等により、学
校単位での活動が困難な状況となっています。
このため、将来にわたって子どもたちが継

続的にスポーツに親しむことができる機会を
確保・充実する必要があります。
このため、各地域においては、学校を含め

た地域全体が連携し、「地域の子どもは地域
で育てる」という考えのもと、それぞれの実
情等に応じた持続可能で多様なスポーツ環境
の整備・充実に取り組むことが求められてい
ます。
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■全国体力調査 全国平均と長崎県平均の比較 （令和６年度スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」）

男子 0分 1～１時間未満 １時間以上～７時間未満 ７時間以上

全国 3.6% 4.0% 40.8% 51.5%

長崎県 3.3% 3.4% 36.7% 56.7%

女子 0分 1～１時間未満 １時間以上～７時間未満 ７時間以上

全国 4.7% 8.3% 56.9% 30.1%

長崎県 4.5% 7.8% 50.8% 36.9%

小
学
校

男子 0分 1～１時間未満 １時間以上～７時間未満 ７時間以上

全国 5.2% 1.9% 9.4% 83.5%

長崎県 4.0% 1.5% 8.7% 85.7%

女子 0分 1～１時間未満 １時間以上～７時間未満 ７時間以上

全国 13.0% 6.4% 18.9% 61.7%

長崎県 10.5% 6.6% 16.8% 66.1%

中
学
校

※ＷＨＯによると子どもは１日６０分の中～高強度の運動を毎日行うことを推奨している。

「↑」……全国平均より優れているまたは同レベル 「↓」……全国平均より劣っている

■1週間の総運動時間 ※体育の授業を除く （令和６年度スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」）

写真提供／長崎市小学校体育大会実行委員会
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子どもたちの「健やかな体」や「豊かなスポーツライフを継続する
資質能力の育成」を目指し、体育学習の充実を柱に、学校と家庭や
地域等が連携しながら、運動の習慣化や体力向上を図る取組を推進
するとともに、子どもたちの多種多様なスポーツニーズに対応した、
持続可能で望ましいスポーツ環境の整備等に取り組みます。

１ 幼児期における
運動・スポーツ活動の推進

２ 「生きる力」の育成を図る
体育学習の展開

（１）幼児期運動指針を活かした遊びの推奨
文部科学省が平成２４年に策定した幼児期

運動指針によると、幼児は様々な遊びを中心
に、毎日、合計６０分以上、楽しく体を動か
すことが大切であるとされ、そのポイントと
して「１多様な動きが経験できるように様々
な遊びを取り入れる」「２楽しく体を動かす
時間を確保する」「３発達の特性に応じた遊
びを提供する」の３つが挙げられています。
幼児期運動指針を活かした遊びをテーマに

した研修会の開催や身体を動かして遊ぶこと
の大切さについて幼児教育施設へ周知するこ
とにより、体力・運動能力の基礎を培い、丈
夫で健康な体づくりを推進できるように努め
ます。

（２）体力向上に関する指導者の指導力向上
幼児期は、遊びの中で身体をどのように動

かすことができるのかを試行錯誤しながら動
きを習得していく時期であり、身に付けた動
きをベースに多様な動きが経験できるような
遊びを取り入れることが重要です。
併せて、小学校低学年の体づくり運動との

関連も意識できる研修会を開催し、保育者の
指導力向上を図ります。

（１）学習指導の充実
体育科・保健体育科の授業が「楽しい」と

感じている児童生徒は、運動やスポーツに対
して好意的で、卒業後も運動に継続して取組
む意欲が高い傾向にあります。
このため、体育学習においては、達成経験

を重ねることや仲間と関わりながら協働的に
取り組むなど、児童生徒の充実感を高める授
業を展開することにより、運動やスポーツに
肯定的な態度を示す児童生徒を増やすよう努
めます。
また、保健学習においては、心身の健康や

安全についての理解を深め、生涯を通じて自
らの健康を適切に管理し、改善していく資質
や能力を育成することができるよう努めます。

（２）指導や評価方法の工夫・改善と指導者
の指導力向上

体育科・保健体育科の授業作りについての
研修会の開催や研究校等の指定、学校体育研
究団体との連携などをとおして、学習指導要
領の趣旨に沿った体育学習や評価の在り方を
周知し、指導者の資質・能力の向上を図りま
す。
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1週間の総運動時間が60分未満の割合（小学5年生）

令和６年度 12.7％ ⇒ 令和１２年度   10.0％以下

全国体力・運動能力、運動習慣等調査における
「体育の授業で運動のやり方やコツがわかった」児童生徒の割合

令和６年度 88.2％ ⇒ 令和１２年度 90.0％
数
値
目
標

３ 児童生徒の体力向上
４ 学校を含めた地域における子ども

のスポーツ機会の充実

５ 学校体育関係団体の活動支援

（１）少子化における持続可能なスポーツ
環境の整備

急激な少子化が進む中でも、将来にわたっ
て子どもたちが継続的にスポーツに親しむ機
会の確保・充実を図るため、「地域の子ども
は地域で育てる」という考えのもと、地域の
実情に応じて、様々な関係者が連携・協働し
ながら一体となって、安心してスポーツ活動
を続けられる環境の整備に努めます。

（２）指導者の指導力向上
子どもたちが安心してスポーツ活動を続け

るためには、専門性や資質・能力を有する指
導者が必要不可欠です。そのため、スポーツ
医・科学の知見に基づいた指導方法等に関す
る内容をはじめ、暴言・暴力、行き過ぎた指
導、ハラスメント等の行為の防止などの多様
な視点での研修会を開催し、指導者の資質・
能力の向上に努めます。

（１）学校体育団体との連携
体育・スポーツの健全な普及発展と競技水

準の向上を目指し、県中学校体育連盟や県高
等学校体育連盟、県高等学校野球連盟とより
一層の連携を図り、活動を支援していきます。

（１）指導体制の確立
各学校における体力に関する課題の解決を

図るため、『体力向上アクションプラン』の
作成と実施を促し、「体育授業の充実」、
「運動習慣・生活習慣の改善」等の視点から
の指導体制の充実を図ります。

（２）児童生徒及び保護者の体力向上に
かかる啓発

地域の専門的指導者を体育授業に活用する
ことで、児童生徒が「わかる・できる」を体
感し、運動やスポーツの意義を感じることが
できる取組を推進します。
また、スポーツや運動遊びに関する専門的

な指導技能を有した専門家を小学校に派遣し、
家庭や地域で取り組むことができる簡単な運
動や遊び等を紹介するなど、学校・家庭・地
域の連携による子どもの望ましい運動習慣の
確立や体力向上を図ります。

（３）運動の場の工夫と時間の確保
『学校をプレイパークに！』を合言葉に、

学校敷地内に、ボール投げの的やステップ用
の輪を描くなど、子どもたちが休み時間や校
内での移動時間等において思わず体を動かし
たくなる場面の設定を進めます。
また、子どもたちが休み時間等に、仲間と

長縄とびやストレッチ等の記録に挑戦しなが
ら、運動する楽しさや達成感を味わうことが
できる「フィットネスランキングながさき」
を実施します。
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部活動の地域展開コラム



〇企業・商工会等の訪問による採用協力

企業の開拓

〇U・Iターン希望アスリートとの面談に

よる就職支援

〇県内企業とアスリートの就職マッチング

〇合同企業説明会の開催

〇県内社会人クラブへの助成

〇企業からの社会人クラブ支援の募集

〇トップアドバイザーによる相談受付

17

アスリートサポートセンターコラム

令和６年度、県スポーツ協会内にアスリートサポートセンターが設置され、選
手や指導者の皆さんが、働きながら安心して競技を継続できる環境づくりに取り
組んでいます。

「アスリートサポートセンター」ってなに？

〇長崎で働きながらスポーツを通じて企業に貢献したい！
〇「ふるさと長崎」で競技活動を続けるアスリートを応援したい！

このような思いにこたえるための組織がアスリートサポートセンターです。
アスリートサポートセンターでは、アスリートの就職支援、社会人アス

リートクラブの支援、企業と社会人クラブの関係構築、トップアドバイザー
によるアドバイスなどを主な業務としています。

アスリートサポートセンター
の組織体制

アスリートサポートセンター
の主な取組内容
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基本方針
３ 競技スポーツの振興

現状と課題

長崎県には、地域に根ざしたプロスポーツチームとして「V・ファーレン長崎」と「長崎ヴェ
ルカ」があります。両チームの活躍は、県民に感動と誇りを与えるとともに、スポーツを「観
る・する・支える・知る・ふれ合う」機会の拡大につながっています。
こうした県民のスポーツへの関心の高まりは、本県の競技力向上に向けた取組を進めるうえ

でも大きな追い風となっており、この機運を活かして、ジュニア選手の育成、指導者の資質向
上、社会人アスリートの支援体制の整備といった多面的な取組を、中・長期的かつ計画的に進
めていくことが求められています。
その実現には、競技スポーツを支える関係機関・団体が連携し、世代を超えた「つながり」

を意識した支援体制の構築が不可欠です。さらに、指導者の確保や資質向上、地域密着型クラ
ブの活性化、スポーツ医・科学サポート体制の整備等を進め、選手が安心して競技に取り組め
る環境づくりを推進していく必要があります。
また、障害者スポーツの分野においても、全国大会や世界規模の大会で活躍する選手を輩出

しており、引き続き、競技力向上に向けた環境づくりに取り組んでいく必要があります。
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○国民スポーツ大会の成績（平成２９年愛媛国体から令和７年滋賀国スポまで）

○国民スポーツ大会における成年・少年別成績状況（掲載上記と同じ）

年度

開催地

H29

愛媛

H30

福井

R1

茨城

R2

コロナ

R3

コロナ

R4

栃木

R5

鹿児島

R6

佐賀

R7

滋賀

総合成績

（天皇杯順位）
24 41 26

開催

延期

開催

延期
46 39 40 30

年度

開催地

H29

愛媛

H30

福井

R1

茨城

R2

コロナ

R3

コロナ

R4

栃木

R5

鹿児島

R6

佐賀

R7

滋賀

成年種別 222.0 155.5 177.5 152.5 160.5 230.5 190.0

少年種別 318.0 169.5 325.5 133.5 201.5 147.0 318.5

総合得点 940.0 725.0 903.0 676.0 752.0 767.5 898.5

※総合得点は参加点を含む

開催

延期

開催

延期

○全国障害者スポーツ大会の成績（平成２９年愛媛障スポから令和７年滋賀障スポまで）

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

開催地 愛媛 福井 茨城 コロナ コロナ 栃木 鹿児島 佐賀 滋賀

メダル数（個） 39 31 29 43 45 31

32 31 31 39 41 29

4 3 3 4 2 0

大会中止 開催延期 開催延期参加者数等

個人競技（人数）

団体競技（チーム数）



（３）指導者の確保・育成
○指導者の育成と研修の充実
指導者の更なる資質向上を図るため、全国

で活躍する優秀な指導者を招いた研修会や、
若手指導者を強豪チーム等へ派遣する実践研
修等を実施します。
○スポーツ医・科学に関する研修の充実
指導者が、インテリジェント・アスリート

の育成や女性アスリートへのサポート等に取
り組むことができるよう、各競技団体の意見
を踏まえたスポーツ医・科学に関する研修会
を実施します。

20

施
策
の
方
向

将来を見据えた選手の発掘・育成・強化を中・長期的視点に立って、計画的に
進めるとともに、優秀選手の重点的な強化や、指導者の確保・資質向上に取り
組みます。あわせて、スポーツ医・科学による支援体制の充実を図るとともに、
競技スポーツを支える関係機関・団体との連携を強化し、「つながり」を重視
した取組を推進することで、競技力の向上を図ります。

１ スポーツ界の好循環を生み出す選
手・指導者の計画的な育成・強化

２ 競技団体の組織体制の充実と情報
発信の強化

（１）競技力向上を見据えた具体的な取組
○中・長期的な強化推進計画の作成

本県の競技力向上を目指し設置された「長
崎県競技力向上対策本部」が策定した競技力
向上推進計画（令和８～１２年）をもとに、
各競技団体が作成する個別の推進計画による
主体的な取組を円滑に進めることができるよ
うに積極的に支援します。

（２）広報活動を通じた競技スポーツの
魅力発信

○メディアやＳＮＳ等を活用したＰＲ活動の推進

競技スポーツの魅力と認知度を高めるため
に、地元メディアやＳＮＳ等を活用し、国民
スポーツ大会をはじめ、各競技の大会の様子
や活動等を積極的にＰＲします。
併せて、各競技団体が行う広報活動を支援

します。

（１）少子化における次世代アスリートの
発掘・育成・強化

○ジュニア選手の発掘・育成・強化
本県ジュニア選手の育成・強化を図るため、

小学生から高校生までのつながりのある指導
体制をさらに充実させていきます。
また、中・長期的な視点で計画的に競技人

口の裾野拡大を図るため、各競技団体と連
携・協力し、競技未経験者を対象とした体験
型事業やタレント発掘事業等に取り組みます。
さらに、運動能力や競技適性を評価し、潜

在能力の高い選手を早期かつ計画的に育成・
強化を図り、「世界の舞台で羽ばたく選手」
の輩出を目指します。
○国民スポーツ大会少年種別の重点強化

本県ジュニア選手が九州大会や全国大会な
どで活躍できるよう、高校の部活動を核とし
た重点的な強化に取り組みます。
特に、国民スポーツ大会において、少年種

別の主力となる高校の部活動を強化校として
指定し、計画的かつ集中的な強化を図りま
す。
（２）社会人アスリート等の確保とサポート

体制の充実
○企業や競技団体と連携した社会人アスリート等
の環境整備の推進

社会人アスリートや指導者が県内で安心し
て競技に取り組むことができる環境を整備す
るために、企業や競技団体等と連携し、社会
人アスリート・大学生アスリートの就職を支
援します。併せて、県内外で活動する社会人
アスリート等に対して、このような就職支援
の取組について広く周知を図ります。
○大学・クラブチームの強化・支援

国民スポーツ大会における成年種別の中心
となる県内大学の選手やチームを強化指定し、
競技力向上を推進します。
○「ふるさと選手」の参加促進
国民スポーツ大会での総合成績を向上させ

るため、他県在住でも本県代表として出場で
きる「ふるさと選手」制度を活用し、優秀な
アスリートの確保に努めます。
また、「ふるさと選手」が、所属先からの

理解を得て、国民スポーツ大会に出場できる
ように、所属先との緊密かつ良好な関係を構
築します。
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国民スポーツ大会での入賞数

令和６年度 46種目 ⇒ 令和１２年度 60種目以上

本県ゆかりの日本代表選手数

令和６年度 36人 ⇒ 令和１２年度 50人以上

数
値
目
標

（１）指導者の派遣
○障害者スポーツ人材バンクの活用
障害者スポーツの指導者を登録した「障害

者スポーツ人材バンク」等の活用により、指
導者を学校、施設等へ派遣し、才能の発掘や
競技力向上につながる助言等を行います。

（２）アスリートの活動支援
○アスリートへの助成
大会にて競技経験を積み、選手を育成する

ため、障害者スポーツを行う団体が開催する
県内大会や九州ブロック大会への助成を行い
ます。また、県内から多くのパラリンピッ
ク・デフリンピック等の世界規模の大会への
出場選手を輩出できるよう、出場が期待され
る選手に対し助成を行います。

○強化練習会の開催
全国障害者スポーツ大会へ出場する選手が

持てる力を発揮し、大会で更に活躍できるよ
う、強化練習会を開催し競技力の向上を図り
ます。

（３）関係機関の連携強化
長崎県障害者スポーツ協会と競技団体、ア

スリート所属団体等の関係機関との連携を強
化し、選手へのサポートをより効果的に行う
ことで、アスリートの競技力向上を図ります。

４ 障害者スポーツの競技力向上３ 選手サポート体制の充実

（１）スポーツ医・科学の活用
○スポーツ選手体力総合診断の活用
選手の競技パフォーマンスを向上させるた

めには、発達段階や競技特性に応じた最新の
スポーツ医・科学の知見に基づいた「科学的
なトレーニング」と「バランスの取れた栄養、
適切な休養等」が重要です。
県立総合体育館が実施する体力総合診断で

得られた医・科学に関するデータ等を選手や
指導者へフィードバックし、適切なアドバイ
スを行います。
○トレーナーによる選手・指導者等への医・科
学サポートの充実
国民スポーツ大会において、選手が最高の

パフォーマンスを発揮するためには、各選手
の特性や状況等を把握したトレーナーが帯同
し、選手・指導者等を総合的にサポートする
ことが重要です。
そのため、各競技団体と関係機関をつなぐ

体制づくりを推進し、専属トレーナーの確保
に努めます。さらに、トレーナーが国民ス
ポーツ大会への帯同が可能となるように支援
します。

（２）競技スポーツ環境の充実
○競技スポーツを支える関係機関・団体が連携
したスポーツイベント等の開催
競技力の向上には、地域等からの支援や応

援が大きな力となります。
そのため、競技スポーツに対する理解を深

めるとともに、地域の活性化につなげるため
に、競技団体、行政、スポーツ協会、企業、
地域と連携・協力してスポーツイベント等の
事業を展開します。



22

基本方針
４ スポーツを通じた地域の活性化

現状と課題

○スポーツ合宿・大会誘致について

今後は、引き続き市町等の関係者と連携し、
地域のブランド力向上などにつながる影響力
の高いチームの合宿やコンベンションの誘致
に取り組んでいくとともに、スポーツによる
交流人口の拡大など地域活性化をさらに推進
していくため、県外からも多くの観客数が見
込める観戦型スポーツイベント※1の誘致にも
積極的に取り組んでいく必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けス
ポーツ合宿・コンベンションともに参加者数
が大幅に減少しましたが、「長崎県スポーツ
コミッション」を中心に、人脈やオンライン
を活用し誘致活動を行ってきたことや、市町
の受入ノウハウの蓄積などもあり、コロナ渦
前の実績と比較して、合宿については同程度
まで回復し、コンベンションについては令和
５年度以降上回っている状況です。

※１観戦型スポーツイベントとは
主に観客が試合や競技を観戦することを目的と

したスポーツイベント。
例）・プロ野球やJリーグの公式戦

・各競技のナショナルチーム等による
国際親善試合 など
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○プロスポーツクラブについて

「V・ファーレン長崎」に加え、新たな地
元プロスポーツクラブである男子バスケッ
トボール「長崎ヴェルカ」が国内トップレ
ベルのリーグに定着し、令和６年秋には両
クラブの本拠地となるスタジアム・アリー
ナを中心とした「長崎スタジアムシティ」
が開業するなど、本県のプロスポーツが全
国的にも注目を集めています。

この機会を活かし、両プロスポーツクラ
ブをはじめ市町や関係団体等との連携を強
化することで、交流人口のさらなる拡大や
県民のシビックプライドの醸成につなげて
いくことが重要です。

【参考】ツール・ド・九州2025
佐世保クリテリウム

開催日 令和７年１０月１０日（金）
会 場 「させぼ五番街」周辺
出 場 18チーム（106人）
観客数 13,500人

©VVN

○市町や競技団体等との連携について

「国際県長崎」として培ってきた海外との
交流の歴史や、多くの離島や半島を有する豊
かな自然環境など、魅力ある地域資源は、ス
ポーツ分野において、県内全域で十分に活用
しきれていない側面があります。こうした地
域の特色を効果的に活かすためには、市町や
競技団体、観光関係団体等との連携を強化し、
地域が一体となって取組を推進していくこと
が重要です。

©n-velca
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スポーツ観戦や大会・合宿への参加などを通じて、県内外から多
くの人々が集まり、様々な形でスポーツに関わることで地域が活
気づき、県民のシビックプライドの醸成にもつながるよう、それ
ぞれの地域においてスポーツの力を活かした地域のにぎわいづく
りを推進します。

１ スポーツツーリズムによる
地域の活性化

（１）観戦型スポーツイベント等の誘致促進
○受入体制の構築
観戦型スポーツイベントの開催は、交流人

口の拡大や地域経済への波及効果に加え、子
ども達に夢や希望を与える貴重な機会となる
ことが期待されます。こうした効果を最大限
に引き出すため、これまで培ってきた合宿や
大会の誘致・受入に関するノウハウを活用し、
長崎県スポーツコミッションを中心に、市町、
競技団体、観光関係団体、施設管理者などと
連携して受入体制を整備し、積極的な誘致活
動を展開します。

○国際大会等の誘致
国際大会等の開催は、本県の魅力を国内外

に発信する絶好の機会であるとともに、交流
人口の拡大など地域活性化にもつながること
から、国際自転車ロードレース「ツール・
ド・九州」の継続開催に向けて、関係市町と
連携しながら取組を進めていきます。
また、ナショナルチームや海外トップチー

ムによる国際親善試合等の開催に向けて、本
県とゆかりのある国との繋がりなども活かし
ながら、市町や競技団体、プロスポーツクラ
ブなどと連携し、誘致活動を展開することで、
スポーツを通じた国際交流の推進や地域のブ
ランド力向上を図ります。

○長崎県スポーツコミッションの体制強化
これまで培ってきた人脈やノウハウを組織

内で蓄積・継承するとともに、観戦型スポー
ツイベントや国際大会等の誘致に向けて、各
競技団体などとの情報共有や意見交換を積極
的に進めていきます。

（２）スポーツイベントの開催を活用した
本県の魅力発信

○ツール・ド・九州等の活用
「ツール・ド・九州」をはじめとする集客

力のあるスポーツイベントを活用し、観戦に
訪れた人々に向けて、県内各地のブースを設
置するなど、特産品や観光地のＰＲを行い、
本県の魅力発信に取り組みます。

○メディア等への情報発信
スポーツイベントの開催を通じて本県の魅

力を広く発信するためには、メディア等を活
用した効果的な情報発信が不可欠です。その
ため、イベントの内容や発信する情報に応じ
てターゲットを明確に設定し、ＳＮＳをはじ
めとする多様な媒体を活用しながら、戦略的
かつ継続的に情報発信に取り組みます。

（３）本県特有の恵まれた自然環境などを
活かしたスポーツ合宿等の誘致

○本県特有の自然環境等の活用
全国的に高い評価を受け、日本ローイング

協会の公認コースにも認定されている本明川
水上競技場や、離島の砂浜など、本県特有の
トレーニング環境を最大限に活用し、市町や
競技団体などと連携して合宿や大会の誘致に
取り組みます。

○ノウハウ等を活用した合宿誘致
これまで培ってきた合宿受入の実績や人脈、

ノウハウなどを活用し、チームに対して本県
の魅力を効果的に発信することで、さらなる
誘致の促進を図り、新たなチームの受入につ
なげていきます。
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スポーツ合宿参加者数

令和６年度 5,187人 ⇒ 令和１２年度 5,669人

プロスポーツや国際大会等の観客数

令和６年度 49.3万人 ⇒ 令和１２年度 61.2万人数
値
目
標

２ プロスポーツクラブと連携した
地域の活性化

（１）クラブと連携した地域のにぎわいづくり
創出

○県民の観戦促進とクラブと連携した地域の
にぎわいづくりの推進

本県のプロスポーツクラブの活躍は、県民に
夢や感動を与えるとともに、一体感やシビック
プライドの醸成にも寄与することから、「Ｖ・
ファーレン長崎」及び「長崎ヴェルカ」への県
民の関心をさらに高め、より多くの方に応援し
てもらえるよう、クラブが行うホームタウン活
動等への支援のほか、イベントの開催や情報発
信など、両クラブと連携した地域のにぎわいづ
くりに取り組みます。

○自治体の連携体制の構築（クラブやスタジアム・
アリーナを活用した地域活性化等の推進）

民間主導による地域創生プロジェクトとして
大きな注目を集める長崎スタジアムシティと、
同施設を本拠地とする両プロスポーツクラブの
発信力などを活かし、県内自治体が抱える地域
課題の解決に向けて、両クラブと自治体との連
携体制の維持・強化を図ります。

○アウェイ客の誘致と観光情報等の発信による
県内周遊促進
スポーツ観戦を契機としたアウェイツーリズ

ムを通じて交流人口の拡大を図るため、クラブ
や関係者と連携し、県外から訪れるアウェイ客
の増加や、来訪者による県内周遊の促進に向け
た情報発信などの取組を進めます。

（４）地域資源を活用したサイクルツーリズ
ム等の推進

○サイクルツーリズムの推進
本県初となる「ツール・ド・九州」の開催

を契機に、県民の自転車への関心が高まる中、
引き続き市町や観光関係団体と連携し、走行
環境及び受入環境の整備に取り組みます。
特に島原半島においては、ナショナルサイ

クルルートの指定に向けて、既存ルートの磨
き上げやゲートウェイの整備、情報発信・プ
ロモーションなどの課題に対し、地元３市や
観光関係団体、民間事業者等と連携しながら、
対応を進めていきます。

○アーバンスポーツの振興
スケートボードやＢＭＸなどのアーバンス

ポーツは、オリンピックを契機に若者を中心
に関心が大きく高まっています。
県内では複数の市町で新たな施設整備が計

画されるなど、アーバンスポーツに取り組み
やすい環境が整いつつあり、体験会の開催な
どを通じて、誰もが気軽に取り組むことがで
きる機会を提供し、県内各地への普及を図っ
ていきます。

○その他のスポーツツーリズムの推進
訪日観光客の間で日本古来の武道への関心

が高まっていることを踏まえ、武道の見学や
体験を目的とした訪日観光客の誘致に向けて、
「国際県長崎」として培ってきた海外との交
流の歴史等も活かしながら、ゆかりの国との
情報交換を進めるとともに、市町や関係団体
と連携し、武道を活用した旅行商品の造成な
ど、武道ツーリズムの受入体制整備に取り組
みます。
併せて、様々な地域資源を活用したその他

のスポーツツーリズムの可能性についても検
討を進めていきます。

©VVN
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スポーツ庁は、スポーツ基本法の理念である「スポーツを通じて『国民が生涯にわたり心身ともに健康で
文化的な生活を営む』ことができる社会の実現」の実現を目指しており、このSDGｓの達成にスポーツで
貢献していくこととしております。
では、どのような取組がSDGsの達成につながるのでしょうか。各基本方針において考えられる具体的な事
例を以下にあげてみました。事例を考えるにあたっては、「国際連合広報センター」ＨＰに掲載してある
内容を参考にさせていただきました。

スポーツとＳＤＧｓコラム

SDGｓとは･･･ Sustinable Development Goals（持続可能な開発目標）は、2015年9月の国連サミッ
トで採択され、「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指し、17のゴールと169の
ターゲットで構成される、経済、社会、環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むための国
際社会全体の目標です。

基本方針１ 生涯スポーツの推進

基本方針２ 子どものスポーツ機会の充実

基本方針３ 競技スポーツの振興

基本方針４ スポーツを通じた地域の活性化

スポーツを通じた健康増進や障害者スポーツの推進、県民の誰もがスポーツに親しむことができることを
目的に行う施策は『あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する』ことに繋が
ります。

総合型地域スポーツクラブを通じた地域コミュニティの形成や気軽に利用できるスポーツ施設やサービス
は『包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する』ことに繋がります。

スポーツを中心とするプログラムは初等・中等教育以後の学習機会や、職場や社会生活でも応用できるス
キルの取得に向けた基盤ともなりえることから、学校における体育学習やスポーツ活動は『すべての人々
への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する』ことに繋がります。

スポーツを中心とする取組やプログラムが、女性や女児に社会進出を可能にする知識やスキルを身につけ
させる潜在的可能性を備えている場合、『ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を
行う』ことに繋がります。

スポーツ産業は、女性や障害者などを含め、雇用可能性の向上と雇用増大の機会を提供することから、競
技スポーツの振興は『包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きが
いのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する』ことに繋がります。

マリンスポーツなど、スポーツ活動と海洋とのつながりを活用すれば、スポーツだけでなく、その他の分野
でも、海洋資源の保全と持続可能な利用を提唱できることから、マリンスポーツの強化・充実に取り組むこ
とは『持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する』ことに繋がります。

サイクルツーリズムを推進する中で、省エネの話し合いと推進の場として利用することは、『すべての人々
の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する』ことに繋がります。

スポーツを通して国際交流を行うことは、相互理解や平和の文化を推進する基盤となることから、『持続
可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆる
レベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する』ことに繋がります。

上記は一例であり、他にもSDGｓの達成にスポーツで貢献できることはあります。
平和の祭典と言われるオリンピック。紀元前の昔に行われていた古代オリンピックは、戦争を中断して開催
されました。1994年のリレハンメル大会以降、開催期間中はあらゆる紛争や戦争行為の休戦を呼びかける取
組（オリンピック休戦）が行われています。世界的な課題に取り組んでいくためには、スポーツが必要不可
欠なツールと言われる理由がわかりますね。

３ すべての人に健康と福祉を

11 住み続けられるまちづくりを

４ 質の高い教育をみんなに

５ ジェンダー平等を実現しよう

８ 働きがいも経済成長も

14 海の豊かさを守ろう

７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

16 平和と公正をすべての人に
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スポーツとデジタルコラム

スポーツにおける情報通信技術（デジタル技術）の活用については、令和７年９月に施行され
た改正スポーツ基本法において、以下の２つの項目として定められております。
（１）スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用

 …デジタル技術を活用した新たなスポーツ機会の創出、選手強化活動におけるデータ活用
（２）情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実
…心身の健康の保持増進や安全確保への配慮を前提としたeスポーツ等の機会充実

１．VRやAR等を活用した新たなスポーツ機会の創出
障害の有無や年齢・性別を問わず楽しめバーチャルスポーツ等の体験機会の創出

≪スポーツにおける情報通信技術の活用例≫

２．選手強化活動におけるデータ活用
データ分析・活用等によって選手の競技力向上を支援

≪情報通信技術を活用したスポーツ（eスポーツ等）の活用例≫

＜課 題＞
ｅスポーツの活用にあたっては、若年層を中心としたゲーム依存症の問題や、座り過ぎに

よる健康への影響など、ｅスポーツが持つ様々なリスク等を踏まえ、スポーツ基本法が掲げ
る「心身の健全な発達」や「健康及び体力の保持増進」といった理念・価値を発揮できるも
のであるか、個別具体的に検討を行う必要があります。

年齢、体力、障害の有無等に関わらず、誰もが参加できるeスポーツ等の体験機会の創出
高齢者の集いの場や、多様な人々が楽しみながら交流できるイベント等において、
eスポーツ等を活用
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ビジョンの実現に向けて
１ 推進体制

２ 進捗状況評価

○部局横断的な取組の推進
本ビジョンの実現に向けて、教育委員会を含む各部局の取組と連携し、総合的に推進していきます。

○各市町におけるスポーツの推進
各市町に対して、その地域の実情に応じたスポーツの推進に関する計画の策定や内容の見直しととも

に、計画に基づくスポーツの推進に向けた効果的かつ効率的な施策の実施に向けた働きかけを行います。

○関係団体等との連携
県スポーツ協会や県障害者スポーツ協会、県レクリエーション協会、各競技団体をはじめとする関係

団体や市町と連携体制の強化を図りながら、スポーツ推進施策の充実や効果的な実施方法等について検
討を行い、ビジョンに基づく取組を推進します。

○ビジョンの進捗状況の評価は、基本方針の達成状況を客観的に把握・評価するために設けた「指標」
を用いて行います。

○具体的には、長崎県スポーツ推進審議会において、これまでの実績値や目標年度（令和１２年度）と
の関係を踏まえ、毎年、目標の達成状況の評価を行います。

基本方
針

指標 現状値
年度目標値

計画目標値
(2030)(2026) (2027) (2028) (2029)

生
涯
ス
ポ
ー
ツ

の
推
進

成人の週１回以上の
スポーツ実施率

51.9％
(2024)

53.9％ 55.0％ 56.0％ 57.0％ 58.0％

総合型地域スポーツ
クラブの会員数

4,748人
(2024)

4,999人 5,124人 5,249人 5,375人 5,500人

子
ど
も
の
ス
ポ
ー
ツ
機
会

の
充
実

全国体力・運動能力、
運動習慣等調査における
「体育の授業で運動の
やり方やコツがわかった」
児童生徒の割合

88.2％
(2024)

90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％

１週間の総運動時間が60分
未満の割合（小学5年生）

12.7％
(2024)

12.0％ 11.5％ 11.0％ 10.5％ 10％以下

競
技
ス
ポ
ー
ツ

の
振
興

国民スポーツ大会での入賞
数

46種目
(2024)

54種目 57種目 60種目
60種目
以上

60種目
以上

本県ゆかりの日本代表
選手数

36人
(2024)

40人 42人 44人 47人 50人以上

ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た

地
域
の
活
性
化

プロスポーツや国際大会等
の観客数

49.3万人
(2024)

52.9万人 55.1万人 56.8万人 59.3万人 61.2万人

スポーツ合宿参加者数
4,748人
(2024)

5,343人 5,423人 5,504人 5,586人 5,669人
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今後５年間に予定されている主な競技大会

年
2026年

（令和８年）
2027年

（令和９年）
2028年

（令和10年）
2029年

（令和11年）
2030年

（令和12年）

県内で
予定されている
主な出来事

県南振興局
完成・移転

潜伏キリシタン
関連遺産世界遺
産登録10周年

県庁舎跡地
整備完了

県内で開催が
予定されている
主な競技大会

国内外で開催が
予定されている

主な
国際競技大会

第5回
アジアパラ
競技大会

長崎ミュー
ジックフェス
マラソン2027

ワールド
マスターズ
ゲームズ
2027関西

【国内外で開催が予定されている主な国際競技大会】
○第5回アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋） 2026年10月18日(日)～10月24日(土)

45の国と地域から約4,000人が参加し、共生社会の実現とパラスポーツの普及を目指す、愛知・名古屋を
中心に開催されるアジア最大の障害者スポーツ大会です。

○ワールドマスターズゲームズ2027関西 2027年5月14日(金)～5月30日(日)
国際マスターズゲームズ協会(IMGA)が4年ごとに主宰する、概ね30歳以上のスポーツ愛好者であれば誰もが
参加できる生涯スポーツの国際総合競技大会です。

◎冬季オリンピック・パラリンピック ミラノ・コルティナ大会
第25回オリンピック冬季競技大会 2026年2月6日(金)～2月22日(日)
ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会 2026年3月6日(金)～3月15日(日)

◎夏季オリンピック・パラリンピック ロサンゼルス大会
第34回オリンピック競技大会（2028／ロサンゼルス） 2028年7月14日(金)～7月30日(日)
2028年ロサンゼルスパラリンピック競技大会 2028年8月15日(火)～8月27日(日)

◎冬季オリンピック・パラリンピック フランス・アルプス大会
第26回オリンピック冬季競技大会 2030年2月1日(金)～2月17日(日)
第15回パラリンピック冬季競技大会 2030年3月1日(金)～3月10日(日)

【県内で開催が予定されている主な競技大会】
☆長崎ミュージックフェスマラソン2027 2027年1月31日(日)
「ランニング」と「ミュージック」を融合させることで、心地よいペースとリズムを刻み、ランニングから

得られる爽快感と、ミュージックから得られる高揚感を楽しめる新しいコンセプトの大会です。

【県内で予定されている主な出来事】
★長崎県・県南振興局 完成・移転  2026年12月完成予定
長崎地区・県央地区・島原地区における県の地方機関を集約した県南振興局が諫早市に完成予定です。

★「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」世界遺産登録10周年  2028年7月
17世紀から19世紀にかけての2世紀以上にわたる日本の禁教期に、潜伏キリシタンが密かに信仰を継承する

中で育んだ独特の宗教的伝統を物語る遺産として、平成30年に世界文化遺産に登録されました。2028年には、
登録から10周年を迎えます。

★県庁舎跡地整備完了  2030年完了予定
歴史的価値の高い旧県庁舎跡地に「広場」「情報発信」「交流支援」の三つの機能を整備し、県民や観光客

の交流と賑わいを創出する場として活用する計画です。

夏季
オリ・パラ
ＬＡ大会

冬季
オリ・パラ
ミラノ・コル
ティナ大会

冬季
オリ・パラ
フランス

アルプス大会
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役職 職    名 氏　　名

会長 長崎大学　名誉教授 小原
おばら

　達朗
たつろう

副会長 （公財）長崎県スポーツ協会　管理監 小柳
こやなぎ

　勝彦
かつひこ

委員 （一社）長崎県観光連盟　専務理事 明石
あかし

　克磨
かつま

委員 （一社）長崎県医師会　常任理事 天本
あまもと

　俊太
しゅんた

委員 (株)長崎ヴェルカ　代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー 伊藤
いとう

　拓摩
たくま

委員 （一社）長崎県障害者スポーツ協会　会長 上田
うえだ

　崇仁
たかひと

委員 長崎県中学校体育連盟　会長 江川
えがわ

　健一
けんいち

委員 公募委員（KameliaSC　代表理事） 鬼塚
おにづか

　裕
ひろ

司
し

委員 長崎県スポーツ推進委員協議会　理事・研修委員長 草野
くさの

　あき子
こ

委員 長崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会　幹事長 笹山
ささやま

　敏夫
としお

委員 （株）長崎新聞社　編集局次長兼運動部長兼論説委員 城
じょう

　知
とも

哲
あき

委員 サイクルフレンドタカタ　店長 田方
たかた

　佐矢子
さやこ

委員 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社　指定管理部長 林田
はやしだ

　学
まなぶ

委員 公募委員（長崎ウーマンズ・ウォークラリー理事） 平川
ひらかわ

　富惠
とみえ

委員 長崎県陸上競技協会女性部　副部長 福嶋
ふくしま

　綾子
あやこ

委員 活水女子大学　教授 福田
ふくだ

　理香
りか

委員 NPO法人長崎県レクリエーション協会　広報部長 松本
まつもと

　きぬ子
こ

委員 長崎県高等学校体育連盟　会長 山口
やまぐち

　勇
いさむ

委員 公募委員（長崎大学大学院） 山口
やまぐち

　遼馬
りょうま

（敬称略・五十音順）

長崎県スポーツ推進審議会委員名簿

【任期】令和６年８月１日～令和８年７月３１日





ながさきスポーツビジョン(2026-2030)

長崎県文化観光国際部スポーツ振興課

〒850-8570 長崎県長崎市尾上町３番１号
TEL 095-895-2781 FAX 095-824-6300
http://www.pref.nagasaki.jp/section/kensupo/index.html
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